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国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）

（
抄
）

（
交
付
金
）

第
四
十
条

国
は
、
土
地
利
用
基
本
計
画
の
作
成
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
の
こ
の
法
律
の
施
行
に
要
す
る
経
費
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
都
道

府
県
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
交
付
金
を
交
付
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
又
は
各
指
定
都
市
に
お
け
る
次
の
各
号
（
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
第
二

号
中
許
可
申
請
に
係
る
部
分
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
基
礎
と
し
、
各
都
道
府
県
又
は
各
指
定
都
市
に
お
け
る
土
地
取
引
及
び
土
地
利
用
の
動
向

等
に
関
す
る
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
都
道
府
県
又
は
各
指
定
都
市
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
法
律
の
施
行
上
均
等
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用

二

土
地
に
関
す
る
権
利
の
移
転
又
は
設
定
の
許
可
申
請
及
び
届
出
の
件
数

三

都
市
計
画
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
街
化
区
域
の
面
積
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
区
分
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
市
町
村
の
数

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（
抄
）

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法
律
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務

二

民
生
委
員
に
関
す
る
事
務

三

身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

四

生
活
保
護
に
関
す
る
事
務

五

行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
の
取
扱
に
関
す
る
事
務

五
の
二

社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
務
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五
の
三

知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

六

母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

六
の
二

老
人
福
祉
に
関
す
る
事
務

七

母
子
保
健
に
関
す
る
事
務

八

削
除

九

食
品
衛
生
に
関
す
る
事
務

十

墓
地
、
埋
葬
等
の
規
制
に
関
す
る
事
務

十
一

興
行
場
、
旅
館
及
び
公
衆
浴
場
の
営
業
の
規
制
に
関
す
る
事
務

十
一
の
二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

十
二

結
核
の
予
防
に
関
す
る
事
務

十
三

都
市
計
画
に
関
す
る
事
務

十
四

土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務

十
五

屋
外
広
告
物
の
規
制
に
関
す
る
事
務

２

（
略
）

○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）

（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
と
は
、
国
が
国
以
外
の
者
に
対
し
て
交
付
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

補
助
金

二

負
担
金
（
国
際
条
約
に
基
く
分
担
金
を
除
く
。
）

三

利
子
補
給
金

四

そ
の
他
相
当
の
反
対
給
付
を
受
け
な
い
給
付
金
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２
～
７

（
略
）
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○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）

（
抄
）

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
十
一
号
か
ら
第
七
十
六
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
目
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の
）
と
す
る
。

一

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
五
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

二

農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
同
農
業
普
及
事
業
交
付
金

三

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
交
付
金

四

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
十
一
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

五

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

六

旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
七
条

又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

交
付
金

七

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

八

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

九

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

十

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
百
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

十
一

盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金

十
二

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
交
付
金

十
三

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

十
四

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
調
整
交
付
金

十
五

大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
交
付
金

十
六

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
交
付
金

十
七

漁
船
損
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
五
項
、
漁
船
損
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
三
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
交

付
金

十
八

石
炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
推
進
等
の
石
炭
対
策
の
総
合
的
な
実
施
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
炭
鉱
業
再
建
整
備
臨
時
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
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年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
金

十
九

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

二
十

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

二
十
一

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
七
条
（
同
法
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
交
付
金

二
十
二

国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

二
十
三

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整

交
付
金

二
十
四

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

二
十
五

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
交

付
金

二
十
六

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

二
十
七

労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

二
十
八

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

二
十
九

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

三
十

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

三
十
一

不
発
弾
等
処
理
交
付
金

三
十
二

交
通
事
故
相
談
所
交
付
金

三
十
三

生
活
情
報
体
制
整
備
等
交
付
金

三
十
四

放
射
能
調
査
対
策
研
究
委
託
費

三
十
五

電
源
立
地
特
別
交
付
金

三
十
六

啓
発
宣
伝
事
業
等
委
託
費

三
十
七

政
府
開
発
援
助
啓
発
宣
伝
事
業
等
委
託
費

三
十
八

特
殊
教
育
就
学
奨
励
費
交
付
金
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
十
九

社
会
事
業
学
校
等
経
営
委
託
費

四
十

生
活
保
護
指
導
監
査
委
託
費

四
十
一

身
体
障
害
者
福
祉
促
進
事
業
委
託
費

四
十
二

衛
生
関
係
指
導
者
養
成
等
委
託
費
（
医
務
衛
生
関
係
指
導
者
養
成
等
委
託
の
う
ち
救
急
医
療
施
設
医
師
研
修
会
の
委
託
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
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四
十
三

心
身
障
害
児
総
合
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
運
営
委
託
費

四
十
四

遺
族
及
留
守
家
族
等
援
護
事
務
委
託
費
の
う
ち
戦
傷
病
者
福
祉
事
業
助
成
委
託
及
び
昭
和
館
運
営
委
託
に
係
る
も
の

四
十
五

介
護
円
滑
導
入
臨
時
特
例
交
付
金

四
十
六

老
人
福
祉
事
業
開
発
委
託
費

四
十
七

健
康
づ
く
り
啓
発
事
業
委
託
費

四
十
八

が
ん
研
究
助
成
金

四
十
九

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金

五
十

試
験
研
究
調
査
委
託
費
の
う
ち
指
定
試
験
事
業
委
託
に
係
る
も
の

五
十
一

水
産
業
改
良
普
及
事
業
交
付
金

五
十
二

農
業
共
済
団
体
職
員
等
講
習
委
託
費

五
十
三

糖
業
振
興
臨
時
助
成
金

五
十
四

後
進
地
域
特
例
法
適
用
団
体
等
補
助
率
差
額
及
び
後
進
地
域
特
例
法
適
用
団
体
補
助
率
差
額

五
十
五

と
も
補
償
・
稲
作
経
営
安
定
対
策
等
助
成
金

五
十
六

学
校
給
食
米
飯
推
進
緊
急
対
策
事
業
費
交
付
金
の
う
ち
学
校
給
食
用
炊
飯
設
備
等
拡
充
交
付
金

五
十
七

流
通
円
滑
化
対
策
助
成
金

五
十
八

水
力
発
電
施
設
周
辺
地
域
交
付
金

五
十
九

石
油
貯
蔵
施
設
立
地
対
策
等
交
付
金

六
十

住
宅
宅
地
関
連
公
共
公
益
施
設
整
備
事
業
助
成
金

六
十
一

首
都
圏
近
郊
整
備
地
帯
等
事
業
補
助
率
差
額

六
十
二

住
宅
地
区
改
良
指
導
監
督
交
付
金

六
十
三

農
地
所
有
者
等
賃
貸
住
宅
建
設
融
資
利
子
補
給
指
導
監
督
交
付
金

六
十
四

地
方
道
路
公
社
都
市
高
速
道
路
整
備
補
給
金

六
十
五

情
報
通
信
技
術
講
習
推
進
特
例
交
付
金

六
十
六

明
る
い
選
挙
推
進
費
交
付
金

六
十
七

公
営
地
下
高
速
鉄
道
事
業
助
成
金

六
十
八

原
子
力
安
全
防
災
対
策
交
付
金

六
十
九

国
連
・
障
害
者
の
十
年
記
念
施
設
運
営
委
託
費

七
十

大
豆
生
産
者
団
体
等
交
付
金
（
第
十
五
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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七
十
一

電
源
立
地
等
推
進
対
策
交
付
金

七
十
二

原
子
力
施
設
等
防
災
対
策
等
交
付
金

七
十
三

緊
急
地
域
雇
用
創
出
特
別
交
付
金

七
十
四

森
林
整
備
地
域
活
動
支
援
交
付
金

七
十
五

地
域
情
報
化
モ
デ
ル
事
業
交
付
金

七
十
六

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
（
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）


